
 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  令和６年２月２９日  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市条例第１号  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

第１条 瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

戸籍法（昭和２２年法律第２

２４号）第１０条第１項、第

１０条の２第１項から第５項

まで若しくは第１２６条の規

定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本又は同法第１２０条第

１項、第１２０条の２第１項

若しくは第１２６条の規定に

基づく戸籍証明書の交付手数

料 

 

 

＜省略＞ 

戸籍法第１２０条の３第２項

の規定に基づく戸籍電子証明

書提供用識別符号の発行（情

報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律（平成１

４年法律第１５１号）第７条

第１項の規定により同法第６

戸籍電子証明書提供

用識別符号１件につ

き４００円 

種類 金額 

戸籍法（昭和２２年法律第２

２４号）第１０条第１項、第

１０条の２第１項から第５項

まで若しくは第１２６条の規

定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本又は同法第１２０条第

１項若しくは第１２６条の規

定に基づく磁気ディスクをも

って調製された戸籍に記録さ

れている事項の全部若しくは

一部を証明した書面の交付手

数料 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法（総

務省令で定めるものに限る。

以下この項において同じ。）

により戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行を行う場合（

当該発行に係る戸籍電子証明

書の請求が同条第１項の規定

により同項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法に

より行われた場合に限る。）

における当該発行及び戸籍電

子証明書提供用識別符号の発

行に係る戸籍電子証明書の請

求を行う者が同時に当該戸籍

電子証明書が証明する事項と

同一の事項を証明する戸籍の

謄本若しくは抄本又は戸籍証

明書の請求を行う場合におけ

る当該発行を除く。）手数料 

戸籍法第１２条の２において

準用する同法第１０条第１項

若しくは第１０条の２第１項

から第５項までの規定若しく

は同法第１２６条の規定に基

づく除かれた戸籍の謄本若し

くは抄本又は同法第１２０条

第１項、第１２０条の２第１

項若しくは第１２６条の規定

に基づく除籍証明書の交付手

数料 

 

＜省略＞ 

  

戸籍法第１２０条の３第２項

の規定に基づく除籍電子証明

除籍電子証明書提供

用識別符号１件につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍法第１２条の２において

準用する同法第１０条第１項

若しくは第１０条の２第１項

から第５項までの規定若しく

は同法第１２６条の規定に基

づく除かれた戸籍の謄本若し

くは抄本又は同法第１２０条

第１項若しくは第１２６条の

規定に基づく磁気ディスクを

もって調製された除かれた戸

籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書

面の交付手数料 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 



 

書提供用識別符号の発行（情

報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律第７条第

１項の規定により同法第６条

第１項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により

除籍電子証明書提供用識別符

号の発行を行う場合（当該発

行に係る除籍電子証明書の請

求が同項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を

使用する方法により行われた

場合に限る。）における当該

発行及び除籍電子証明書提供

用識別符号の発行に係る除籍

電子証明書の請求を行う者が

同時に当該除籍電子証明書が

証明する事項と同一の事項を

証明する除かれた戸籍の謄本

若しくは抄本又は除籍証明書

の請求を行う場合における当

該発行を除く。）手数料 

き７００円 

＜省略＞ 

戸籍法第４８条第１項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く届出若しくは申請の受理の

証明書、同法第４８条第２項

（同法第１１７条において準

用する場合を含む。）若しく

は第１２６条の規定に基づく

届書その他市長村長の受理し

た書類に記載した事項の証明

書又は同法第１２０条の６第

１項の規定に基づく届書等情

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

戸籍法第４８条第１項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く届出若しくは申請の受理の

証明書又は同法第４８条第２

項（同法第１１７条において

準用する場合を含む。）若し

くは第１２６条の規定に基づ

く書類に記載した事項の証明

書の交付手数料 

 

 

＜省略＞ 



 

報の内容の証明書の交付手数

料 

戸籍法第４８条第２項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く届書その他市町村長の受理

した書類又は同法第１２０条

の６第１項の規定に基づく届

書等情報の内容を表示したも

のを閲覧に供する事務手数料 

書類又は届書等情報

の内容を表示したも

の１件につき３５０

円 

＜省略＞ 
 

 

 

戸籍法第４８条第２項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く書類の閲覧手数料 

 

 

 

 

書類１件につき３５

０円 

＜省略＞ 
 

 備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 

第２条 瀬戸市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根式

特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき１，４５０，０００

円、５，０００キロリッ

トル以上１０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，７２０，

０００円、１０，０００

キロリットル以上５０，

０００キロリットル未満

のときは１件につき１，

９２０，０００円、５

種類 金額 

＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根式

特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき１，１８０，０００

円、５，０００キロリッ

トル以上１０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，４１０，

０００円、１０，０００

キロリットル以上５０，

０００キロリットル未満

のときは１件につき１，

５９０，０００円、５



 

０，０００キロリットル

以上１００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき２，３６０，０

００円、１００，０００

キロリットル以上２０

０，０００キロリットル

未満のときは１件につき

２，７４０，０００円、

２００，０００キロリッ

トル以上３００，０００

キロリットル未満のとき

は１件につき５，６４

０，０００円、３００，

０００キロリットル以上

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき７，２４０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上のときは１

件につき８，７９０，０

００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８８条

第１項の規定に基づ

く工作物に関する完

了検査の申請に対す

る審査に係る完了検

査申請手数料又は同

法第１８条第１６項

の規定に基づく工作

物の完了通知に係る

手数料 

＜省略＞ 

建築基準法施行令第

１３７条の１２第６

１件につき２７，０００

円 

０，０００キロリットル

以上１００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき１，９５０，０

００円、１００，０００

キロリットル以上２０

０，０００キロリットル

未満のときは１件につき

２，２７０，０００円、

２００，０００キロリッ

トル以上３００，０００

キロリットル未満のとき

は１件につき４，５５

０，０００円、３００，

０００キロリットル以上

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき５，８２０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上のときは１

件につき７，０７０，０

００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８８条

第１項の規定に基づ

く工作物に関する完

了検査の申請に対す

る審査に係る完了検

査申請手数料又は同

法第１８条第１６項

の規定に基づく工作

物の完了通知に係る

手数料 

 

 

＜省略＞ 
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項の規定に基づく既

存建築物の敷地と道

路との関係における

制限の適用除外認定

手数料 

建築基準法施行令第

１３７条の１２第７

項の規定に基づく既

存建築物の道路内に

おける制限の適用除

外認定手数料 

１件につき２７，０００

円 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第８４号

）第５３

条第１項

の規定に

基づく低

炭素化の

ための建

築物の新

築等の計

画認定申

請手数料 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項各

号に掲げ

る基準に

適合する

と市長が

定める機

関が認め

た場合又

は当該基

準に適合

すること

を証する

書類とし

て市長が

定めるも

のが添付

されてい

る場合（

以下この

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建て住宅以外の住宅を

いう。以下この部及び

次部において同じ。） 

建築物全体又は複合建

築物（建築物のエネル

ギー消費性能の向上等

に関する法律（平成２

７年法律第５３号）第

１１条第１項に規定す

る非住宅部分（以下こ

の表において「非住宅

部分」という。）及び

住宅部分（以下この表

において「住宅部分」

という。）を有する建

築物をいう。以下この

表において同じ。）の

住宅部分に係るものの

うち１棟の戸数が１の

ときは１件につき５，

２００円、１棟の総戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第８４号

）第５３

条第１項

の規定に

基づく低

炭素化の

ための建

築物の新

築等の計

画認定申

請手数料 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項各

号に掲げ

る基準に

適合する

と市長が

定める機

関が認め

た場合又

は当該基

準に適合

すること

を証する

書類とし

て市長が

定めるも

のが添付

されてい

る場合（

以下この

⑴ ＜省略＞  

⑵ 共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建て住宅以外の住宅を

いう。以下この部及び

次部において同じ。） 

建築物全体又は複合建

築物（建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１

１条第１項に規定する

非住宅部分（以下この

表において「非住宅部

分」という。）及び住

宅部分（以下この表に

おいて「住宅部分」と

いう。）を有する建築

物をいう。以下この表

において同じ。）の住

宅部分に係るもののう

ち１棟の戸数が１のと

きは１件につき５，２

００円、１棟の総戸数



 

表におい

て「低炭

素建築物

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

数が２以上５以下のと

きは１件につき１０，

３００円、１棟の総戸

数が６以上１０以下の

ときは１件につき１７

，５００円、１棟の総

戸数が１１以上２５以

下のときは１件につき

２９，１００円、１棟

の総戸数が２６以上５

０以下のときは１件に

つき４８，８００円、

１棟の総戸数が５１以

上１００以下のときは

１件につき８７，３０

０円、１棟の総戸数が

１０１以上２００以下

のときは１件につき１

３８，１００円、１棟

の総戸数が２０１以上

３００以下のときは１

件につき１７４，４０

０円、１棟の総戸数が

３０１以上のときは１

件につき１８６，１０

０円、複合建築物の非

住宅部分に係るものの

うち非住宅部分の床面

積の合計が３００平方

メートル以内のときは

１件につき１０，３０

０円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平

方メートルを超え１，

０００平方メートル以

表におい

て「低炭

素建築物

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

が２以上５以下のとき

は１件につき１０，３

００円、１棟の総戸数

が６以上１０以下のと

きは１件につき１７，

５００円、１棟の総戸

数が１１以上２５以下

のときは１件につき２

９，１００円、１棟の

総戸数が２６以上５０

以下のときは１件につ

き４８，８００円、１

棟の総戸数が５１以上

１００以下のときは１

件につき８７，３００

円、１棟の総戸数が１

０１以上２００以下の

ときは１件につき１３

８，１００円、１棟の

総戸数が２０１以上３

００以下のときは１件

につき１７４，４００

円、１棟の総戸数が３

０１以上のときは１件

につき１８６，１００

円、複合建築物の非住

宅部分に係るもののう

ち非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以内のときは１

件につき１０，３００

円、非住宅部分の床面

積の合計が３００平方

メートルを超え１，０

００平方メートル以内



 

内のときは１件につき

１７，９００円、非住

宅部分の床面積の合計

が１，０００平方メー

トルを超え２，０００

平方メートル以内のと

きは１件につき２９，

１００円、非住宅部分

の床面積の合計が２，

０００平方メートルを

超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１

件につき８７，３００

円、非住宅部分の床面

積の合計が５，０００

平方メートルを超え１

０，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき１３８，１００円

、非住宅部分の床面積

の合計が１０，０００

平方メートルを超え２

５，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき１７４，４００円

、非住宅部分の床面積

の合計が２５，０００

平方メートルを超える

ときは１件につき２１

８，０００円 

⑶ ＜省略＞  

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

建築物エ

ネルギー

建築物の床面積（特定建

築行為に係る床面積（建

のときは１件につき１

７，９００円、非住宅

部分の床面積の合計が

１，０００平方メート

ルを超え２，０００平

方メートル以内のとき

は１件につき２９，１

００円、非住宅部分の

床面積の合計が２，０

００平方メートルを超

え５，０００平方メー

トル以内のときは１件

につき８７，３００円

、非住宅部分の床面積

の合計が５，０００平

方メートルを超え１０

，０００平方メートル

以内のときは１件につ

き１３８，１００円、

非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平

方メートルを超え２５

，０００平方メートル

以内のときは１件につ

き１７４，４００円、

非住宅部分の床面積の

合計が２５，０００平

方メートルを超えると

きは１件につき２１８

，０００円 

⑶ ＜省略＞  

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

建築物エ

ネルギー

建築物の床面積（特定建

築行為に係る床面積（建
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ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

１２条第

１項又は

第１３条

第２項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定手

数料 

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

定める基

準に係る

建築物 

築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律

施行令（平成２８年政令

第８号）第４条第１項に

規定する床面積をいう。

）をいう。以下この部に

おいて同じ。）の合計が

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル

以内のときは１件につき

１２１，０００円、建築

物の床面積の合計が１，

０００平方メートルを超

え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き１５９，３００円、建

築物の床面積の合計が２

，０００平方メートルを

超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件に

つき２５７，９００円、

建築物の床面積の合計が

５，０００平方メートル

を超え１０，０００平方

メートル以内のときは１

件につき３３６，８００

円、建築物の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，００

０平方メートル以内のと

きは１件につき４０４，

７００円、建築物の床面

積の合計が２５，０００

平方メートルを超えると

きは１件につき４７４，

ー消費性

能の向上

に関する

法律第１

２条第１

項又は第

１３条第

２項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能適合性

判定手数

料 

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

定める基

準に係る

建築物 

築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施

行令（平成２８年政令第

８号）第４条第１項に規

定する床面積をいう。）

をいう。以下この部にお

いて同じ。）の合計が３

００平方メートル以上１

，０００平方メートル以

内のときは１件につき１

２１，０００円、建築物

の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以内のときは１件につき

１５９，３００円、建築

物の床面積の合計が２，

０００平方メートルを超

え５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き２５７，９００円、建

築物の床面積の合計が５

，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき３３６，８００円

、建築物の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のとき

は１件につき４０４，７

００円、建築物の床面積

の合計が２５，０００平

方メートルを超えるとき 

は１件につき４７４，８
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８００円  

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

１２条第

２項又は

第１３条

第３項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定変

更手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律施行規則

（平成２８年国土交

通省令第５号）第１

１条の規定に基づく

消費性能確保計画の

軽微な変更に関する

証明書交付手数料 

１件につき床面積の合計

に応じ、建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に

関する法律第１２条第２

項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

定変更手数料欄に掲げる

額の２分の１に相当する

額（その額に１００円未

満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨て

て得た額） 

建築物の 建築物の ＜省略＞ 

００円 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第１

２条第２

項又は第

１３条第

３項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能適合性

判定変更

手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律施行規則（

平成２８年国土交通

省令第５号）第１１

条の規定に基づく消

費性能確保計画の軽

微な変更に関する証

明書交付手数料 

１件につき床面積の合計

に応じ、建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関

する法律第１２条第２項

又は第１３条第３項の規

定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

変更手数料欄に掲げる額

の２分の１に相当する額

（その額に１００円未満

の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てて

得た額） 

建築物の 建築物の ＜省略＞ 
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エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３４条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料 

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３５条第

１項各号

に掲げる

基準に適

合すると

市長が定

める機関

が認めた

場合又は

当該基準

に適合す

ることを

証する書

類として

市長が定

めるもの

が添付さ

れている

場合（以

下この表

において

「計画適

合性確認

機関が認

めた場合

等」とい

う。） 

＜

省

略

＜

省

略

＜省略＞ 

 

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

４条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

５条第１

項各号に

掲げる基

準に適合

すると市

長が定め

る機関が

認めた場

合又は当

該基準に

適合する

ことを証

する書類

として市

長が定め

るものが

添付され

ている場

合（以下

この表に

おいて「

計画適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

＜

省

略

＜

省

略

＜省略＞ 
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＞ ＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３６条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画変更認

定申請手

数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

４１条第

１項の規

定に基づ

く建築物

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

４１条第

２項に規

定する建

築物エネ

＜省略＞ 

＞ ＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

６条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第４

１条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第４

１条第２

項に規定

する建築

物エネル

＜省略＞ 



 

エネルギ

ー消費性

能基準適 

合認定申

請手数料 

ルギー消

費性能基

準に適合

すると市

長が定め

る機関が

認めた場

合又は当

該基準に

適合する

ことを証

する書類

として市

長が定め

るものが

添付され

ている場

合（以下

この表に

おいて「

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜ ＜省略＞ 

ネルギー

消費性能

基準適合

認定申請

手数料 

ギー消費

性能基準

に適合す

ると市長

が定める

機関が認

めた場合

又は当該

基準に適

合するこ

とを証す

る書類と

して市長

が定める

ものが添

付されて

いる場合

（以下こ

の表にお

いて「基

準適合性

確認機関

が認めた

場合等」

という。

） 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜ ＜省略＞ 



 

省

略

＞ 

＜省略＞ 
 

省

略

＞ 

＜省略＞ 
 

 備考  

１から４まで ＜省略＞ 

５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第１２条第１項又は第１３条第

２項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能適合性判定手数料及び同法第１２条第

２項又は第１３条第３項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能適合性判定変更手

数料の部建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号ロに定め

る基準に係る建築物の項金額の欄に定める

手数料について、建築物の用途が工場、危

険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物

の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火

葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他これらに類するもの（以下「工場等」

という。）である場合における手数料の額

は、同欄に規定する手数料に係る建築物の

区分にかかわらず、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に係る建築物の区分によ

るものとし、当該手数料に係る床面積の合

計の区分に応じ、同欄に掲げる手数料の額

の２分の１に相当する額（その額に１００

円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てて得た額）とする。 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律施行規則第１１条の規定に基づ

く消費性能確保計画の軽微な変更に関する

証明書交付手数料の項金額の欄に規定する

手数料について、建築物の用途が工場等で

 備考  

１から４まで ＜省略＞ 

５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第１２条第１項又は第１３条第２

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料及び同法第１２条第２

項又は第１３条第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性判定変更手数

料の部建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に係る建築物の項金額の欄に定める手

数料について、建築物の用途が工場、危険

物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の

増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬

場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その

他これらに類するもの（以下「工場等」と

いう。）である場合における手数料の額

は、同欄に規定する手数料に係る建築物の

区分にかかわらず、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に係る建築物の区分によ

るものとし、当該手数料に係る床面積の合

計の区分に応じ、同欄に掲げる手数料の額

の２分の１に相当する額（その額に１００

円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てて得た額）とする。 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律施行規則第１１条の規定に基づく

消費性能確保計画の軽微な変更に関する証

明書交付手数料の項金額の欄に規定する手

数料について、建築物の用途が工場等であ



 

ある場合における当該手数料の額は、同欄

の規定にかかわらず、前項の規定により計

算して得た計画の変更に係る場合の額の２

分の１に相当する額（その額に１００円未

満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てて得た額）とする。 

７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の他の建築物における

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数

料について、当該建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定及び当該他の建築物にお

ける建築物エネルギー消費性能適合性判定

を同様の評価の方法により行う場合の手数

料の額は、この表の建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第３４条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能向上計画認定申請手数料の部建築物エネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第３

５条第１項各号に掲げる基準に適合すると

市長が定める機関が認めた場合又は当該基

準に適合することを証する書類として市長

が定めるものが添付されている場合（以下

この部及び次部において「計画適合性確認

機関が認めた場合等」という。）の款金額

の欄の規定により算出した額とする。 

８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の変更に係る他の建築

物における建築物エネルギー消費性能確保

計画の変更に係る建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料について、当該建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定及び当

る場合における当該手数料の額は、同欄の

規定にかかわらず、前項の規定により計算

して得た計画の変更に係る場合の額の２分

の１に相当する額（その額に１００円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てて得た額）とする。 

７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の他の建築物における建

築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

について、当該建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定及び当該他の建築物におけ

る建築物エネルギー消費性能適合性判定を

同様の評価の方法により行う場合の手数料

の額は、この表の建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第３４条第１項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画認定申請手数料の部建築物エネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第３５条第

１項各号に掲げる基準に適合すると市長が

定める機関が認めた場合又は当該基準に適

合することを証する書類として市長が定め

るものが添付されている場合（以下この部

及び次部において「計画適合性確認機関が

認めた場合等」という。）の款金額の欄の

規定により算出した額とする。 

８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の当該建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更に係る他の建築物

における建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更に係る建築物エネルギー消費性能

適合性判定手数料について、当該建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認定及び当該



 

該他の建築物における建築物エネルギー消

費性能適合性判定を同様の評価の方法によ

り行った場合の手数料の額は、この表の建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部の計画適合性確認機関が認め

た場合等の款金額の欄の規定により算出し

た額とする。 

９ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申

請手数料の部建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３５条第１項各号

に掲げる基準に適合すると市長が定める機

関が認めた場合又は当該基準に適合するこ

とを証する書類として市長が定めるものが

添付されている場合（以下この表において

「計画適合性確認機関が認めた場合等」と

いう。）の項金額の欄⑵に規定する建築物

全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの

の手数料について、次に掲げる場合（複合

建築物の住宅部分に係る申請にあっては、

⑵に掲げる場合を除く。）には、当該手数

料の額にそれぞれ次に定める額を加算す

る。 

  ⑴及び⑵ ＜省略＞  

１０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手

数料の部その他の場合の款建築物省エネ法基

準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定

める基準に係るものの項金額の欄⑵に規定す

る建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係

るものの手数料について、次に掲げる場合

（複合建築物の住宅部分に係る申請にあって

他の建築物における建築物エネルギー消費

性能適合性判定を同様の評価の方法により

行った場合の手数料の額は、この表の建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３６条第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画変更認定申請手

数料の部の計画適合性確認機関が認めた場

合等の款金額の欄の規定により算出した額

とする。 

９ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画認定申請

手数料の部建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第３５条第１項各号に掲

げる基準に適合すると市長が定める機関が

認めた場合又は当該基準に適合することを

証する書類として市長が定めるものが添付

されている場合（以下この表において「計

画適合性確認機関が認めた場合等」とい

う。）の項金額の欄⑵に規定する建築物全

体又は複合建築物の住宅部分に係るものの

手数料について、次に掲げる場合（複合建

築物の住宅部分に係る申請にあっては、⑵

に掲げる場合を除く。）には、当該手数料

の額にそれぞれ次に定める額を加算する。 

 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

１０ 建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申

請手数料の部その他の場合の款建築物省エ

ネ法基準省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に定める基準に係るものの項金額の欄

⑵に規定する建築物全体又は複合建築物の

住宅部分に係るものの手数料について、次

に掲げる場合（複合建築物の住宅部分に係



 

は、⑵及び⑶に掲げる場合を除く。）には、

当該手数料の額にそれぞれ次に定める額を加

算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞  

１１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手

数料の部に規定する手数料について、建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第３４条第１項の規定による認定の申請に係

る建築物エネルギー消費性能向上計画に同条

第３項各号に掲げる事項が記載されている場

合における当該手数料の額は、当該建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定

する申請建築物及び他の建築物の各建築物に

ついてそれぞれ別の申請があったものとみな

してこの表によりそれぞれ算出した建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の

額に相当する額を合算した額とする。 

１２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３６条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部計画適合性確認機関が認めた場

合等の項金額の欄⑵に規定する建築物全体、

建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部

分に係るものの手数料について、次に掲げる

場合（複合建築物の住宅部分に係る申請にあ

っては、⑵に掲げる場合を除く。）には、当

該手数料の額にそれぞれ次に定める額を加算

する。 

   ⑴及び⑵ ＜省略＞  

１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３６条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部その他の場合の款建築物省エネ

法基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴

る申請にあっては、⑵及び⑶に掲げる場合

を除く。）には、当該手数料の額にそれぞ

れ次に定める額を加算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞  

１１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数

料の部に規定する手数料について、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律第３

４条第１項の規定による認定の申請に係る建

築物エネルギー消費性能向上計画に同条第３

項各号に掲げる事項が記載されている場合に

おける当該手数料の額は、当該建築物エネル

ギー消費性能向上計画に係る同項に規定する

申請建築物及び他の建築物の各建築物につい

てそれぞれ別の申請があったものとみなして

この表によりそれぞれ算出した建築物エネル

ギー消費性能向上計画認定申請手数料の額に

相当する額を合算した額とする。 

１２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

手数料の部計画適合性確認機関が認めた場合

等の項金額の欄⑵に規定する建築物全体、建

築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分

に係るものの手数料について、次に掲げる場

合（複合建築物の住宅部分に係る申請にあっ

ては、⑵に掲げる場合を除く。）には、当該

手数料の額にそれぞれ次に定める額を加算す

る。 

   ⑴及び⑵ ＜省略＞  

１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

手数料の部その他の場合の款建築物省エネ法

基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に



 

に定める基準に係るものの項金額の欄⑵に規

定する建築物全体、建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に係るものの手数料に

ついて、次に掲げる場合（複合建築物の住宅

部分に係る申請にあっては、⑵及び⑶に掲げ

る場合を除く。）には、当該手数料の額にそ

れぞれ次に定める額を加算する。 

⑴から⑶まで ＜省略＞  

１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３６条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部に規定する手数料について、建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律第３６条第１項の変更の認定の申請に係

る建築物エネルギー消費性能向上計画に同法

第３４条第３項各号に掲げる事項が記載され

ている場合における当該手数料の額は、当該

変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画

に係る同項に規定する申請建築物及び他の建

築物の各建築物（変更がないものを除く。）

についてそれぞれ別の申請があつたものとみ

なしてこの表によりそれぞれ算出した建築物

エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手

数料の額（当該変更により建築物エネルギー

消費性能向上計画に新たに記載される建築物

については、建築物エネルギー消費性能向上

計画認定申請手数料の額）に相当する額を合

算した額とする。 

１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第４１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手

数料の部基準適合性確認機関が認めた場合等

の款金額の欄⑵に規定するものの手数料につ

いて、次に掲げる場合には、当該手数料の額

にそれぞれ次に定める額を加算する。 

⑴及び⑵ ＜省略＞  

定める基準に係るものの項金額の欄⑵に規定

する建築物全体、建築物全体及び住戸又は複

合建築物の住宅部分に係るものの手数料につ

いて、次に掲げる場合（複合建築物の住宅部

分に係る申請にあっては、⑵及び⑶に掲げる

場合を除く。）には、当該手数料の額にそれ

ぞれ次に定める額を加算する。 

⑴から⑶まで ＜省略＞  

１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

手数料の部に規定する手数料について、建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

第３６条第１項の変更の認定の申請に係る建

築物エネルギー消費性能向上計画に同法第３

４条第３項各号に掲げる事項が記載されてい

る場合における当該手数料の額は、当該変更

後の建築物エネルギー消費性能向上計画に係

る同項に規定する申請建築物及び他の建築物

の各建築物（変更がないものを除く。）につ

いてそれぞれ別の申請があつたものとみなし

てこの表によりそれぞれ算出した建築物エネ

ルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

の額（当該変更により建築物エネルギー消費

性能向上計画に新たに記載される建築物につ

いては、建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料の額）に相当する額を合算し

た額とする。 

１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第４１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数

料の部基準適合性確認機関が認めた場合等の

款金額の欄⑵に規定するものの手数料につい

て、次に掲げる場合には、当該手数料の額に

それぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴及び⑵ ＜省略＞  



 

１６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第４１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手

数料の部その他の場合の款建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令第１条第１項第

２号イ⑵又は⑶及びロ⑵又は⑶に定める基準

に係るものの項金額の欄⑵及びその他のもの

の項金額の欄⑵に規定するものの手数料につ

いて、次に掲げる場合には、当該手数料の額

にそれぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

１６ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第４１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数

料の部その他の場合の款建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条第１項第２

号イ⑵又は⑶及びロ⑵又は⑶に定める基準に

係るものの項金額の欄⑵及びその他のものの

項金額の欄⑵に規定するものの手数料につい

て、次に掲げる場合には、当該手数料の額に

それぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞  
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年３月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の際現に申請を受理している消防法第１１条第１項前

段の規定に基づく浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋

外タンク貯蔵所設置許可に係る手数料については、なお従前の例による。  


